
日時 

場所 

  ７ 閉  会

（３）トロール漁の漁模様について【報告】
（２）落とし網漁業に係る委員会指示の結果について【協議】
（１）第１種区画漁業（小割式養殖業）の免許について【諮問】

  ６ 議 題 等 

  ２ 挨  拶

  ３ 議長の選出

（５）その他
（４）ワカサギ資源に関する取り組みについて【報告】

  ５ 議事録署名人の選出

  ４ 出席委員数の報告

第563回 霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会

茨城県土浦市真鍋５－１７－２６

令和６年８月６日（火）
午前１０時３０分
茨城県土浦合同庁舎 本庁舎
第１会議室

次  第

  １ 開  会



テキストボックス
　資料１-１

テキストボックス
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別紙 

公示番号 申請者名 申請者住所 申請日 備考 

霞北区第 11 号 霞ヶ浦漁業協同組合 行方市玉造甲 1560 番地 6 令和６年７月 10日  

霞北区第 13 号 霞ヶ浦漁業協同組合 行方市玉造甲 1560 番地 6 令和６年７月 10日  

霞北区第 15 号 霞ヶ浦漁業協同組合 行方市玉造甲 1560 番地 6 令和６年７月 10日  

霞北区第 16 号 霞ヶ浦漁業協同組合 行方市玉造甲 1560 番地 6 令和６年７月 10日  

霞北区第 17 号 霞ヶ浦漁業協同組合 行方市玉造甲 1560 番地 6 令和６年７月 10日  

霞北区第 22 号 霞ヶ浦漁業協同組合 行方市玉造甲 1560 番地 6 令和６年７月 10日  

霞北区第 25 号 霞ヶ浦漁業協同組合 行方市玉造甲 1560 番地 6 令和６年７月 10日  

霞北区第 26 号 霞ヶ浦漁業協同組合 行方市玉造甲 1560 番地 6 令和６年７月 10日  

霞北区第 30 号 麻生漁業協同組合 行方市麻生 163 番地の 1 令和６年７月 10日  

霞北区第 52 号 きたうら広域漁業協同組合 行方市白浜 1570 番地 令和６年７月 10日  

霞北区第 63 号 きたうら広域漁業協同組合 行方市白浜 1570 番地 令和６年７月 10日  

 

テキストボックス
２ 



総会日 総会成立 賛成者数 審査結果 第1号 第2号 第3号 第4号

第11号 団体 霞ヶ浦漁業協同組合 R6.7.10 R6.6.19 成立 2/3以上 ○ ○ ○ ○ ○

第13号 団体 霞ヶ浦漁業協同組合 R6.7.10 R6.6.19 成立 2/3以上 ○ ○ ○ ○ ○

第15号 団体 霞ヶ浦漁業協同組合 R6.7.10 R6.6.19 成立 2/3以上 ○ ○ ○ ○ ○

第16号 団体 霞ヶ浦漁業協同組合 R6.7.10 R6.6.19 成立 2/3以上 ○ ○ ○ ○ ○

第17号 団体 霞ヶ浦漁業協同組合 R6.7.10 R6.6.19 成立 2/3以上 ○ ○ ○ ○ ○

第22号 団体 霞ヶ浦漁業協同組合 R6.7.10 R6.6.19 成立 2/3以上 ○ ○ ○ ○ ○

第25号 団体 霞ヶ浦漁業協同組合 R6.7.10 R6.6.19 成立 2/3以上 ○ ○ ○ ○ ○

第26号 団体 霞ヶ浦漁業協同組合 R6.7.10 R6.6.19 成立 2/3以上 ○ ○ ○ ○ ○

第30号 団体 麻生漁業協同組合 R6.7.10 R6.4.6 成立 2/3以上 ○ ○ ○ ○ ○

第52号 団体 きたうら広域漁業協同組合 R6.7.10 R6.6.23 成立 2/3以上 ○ ○ ○ ○ ○

第63号 団体 きたうら広域漁業協同組合 R6.7.10 R6.6.23 成立 2/3以上 ○ ○ ○ ○ ○

※免許をしない場合（漁業法第71条第1項）

第１号

第２号

第３号

第４号

免許についての適格性（漁業法第72条）

【霞ケ浦北浦海区】漁業権免許審査状況一覧

第１号

区分
漁業法第71条第１項各号の非該当※

申請者が次条(法72条)に規定する適格性を有する者でないとき。

海区漁場計画又は内水面漁場計画の内容と異なる申請があつたとき。

その申請に係る漁業と同種の漁業を内容とする漁業権の不当な集中に至るおそれがあるとき。

免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係る場合において、その所有者又は占有者の同意がないとき。

団体漁業権の内容たる漁業の免許について適格性を有する者は、当該団体漁業権の関係地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
であつて、次の各号に掲げる団体漁業権の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。（第２項）

現に存する区画漁業権の存続期間の満了に際し、漁場の位置及び区域並びに漁業の種類が当該現に存する区画漁業権とおおむね等しいと認められるものとして
設定される団体漁業権　　その組合員（漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員）のうち関係地区内に住所を有し当該漁業を営む
者の属する世帯の数が、関係地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの

公示番号
霞北区

免許申請者
申請
年月日

総会の特別決議（水協法第50条）

テキストボックス
　 資料１-２  



第１　漁業権に関する事項

第１１号 第１３号 第１５号 第１６号 第１７号 第２２号 第２５号 第２６号 第３０号 第５２号 第６３号

かすみがうら
市
牛渡地先

かすみがうら
市
牛渡地先

かすみがうら
市
坂地先

かすみがうら
市
田伏地先

かすみがうら
市
田伏地先

小美玉市
下玉里地先

行方市
手賀地先

行方市
西蓮寺地先

行方市
五町田地先

鉾田市
江川地先

行方市
宇崎地先

区域変更 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

表記是正※ あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり

いけす網の設置面積 400㎡以内 3,125㎡以内 1,125㎡以内 4,075㎡以内 3,575㎡以内 1,500㎡以内 19,625㎡以内 5,500㎡以内 1,450㎡以内 3,250㎡以内 500㎡以内

かすみがうら
市
牛渡

かすみがうら
市
牛渡

かすみがうら
市
坂、
かすみがうら
市
田伏

かすみがうら
市
田伏

かすみがうら
市
田伏

小美玉市
下玉里

行方市
手賀

行方市
西蓮寺、
行方市
井上、
行方市
手賀

行方市
五町田

鉾田市
江川、
鉾田市
中居

行方市
宇崎

※基点名の変更及び区域の表記を緯度経度を基本とする表記への変更を実施

（７）個別漁業権又は団体漁業権の別 団体漁業権

該当なし

該当なし

霞ケ浦北浦海区漁場計画　概要

　漁業の種類：第１種区画漁業

　漁業の名称：小割式養殖業

　漁業の時期：１月１日から１２月３１日まで

令和６年９月１日

令和６年５月31日から令和６年７月31日まで

令和６年９月１日から令和11年８月31日まで

第３　沿岸保全漁場に関する事項

（３）免許予定日

(１)
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 ウ  漁場の区域

第２　類似漁業権以外の漁業権

（６）存続期間

公示番号 （霞北区）

ア  漁業種類、漁業の名称
　 及び漁業時期

イ  漁場の位置

（４）申請期間

（５）関係地区

（２）制限又は条件

テキストボックス
　 資料１-２(参考)

テキストボックス
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2 
 

漁業法（抜粋） 

 

（漁業の免許） 

第六十九条 漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、

都道府県知事に申請しなければならない。 

２ 前項の免許を受けた者は、当該漁業権を取得する。 

 

（海区漁業調整委員会への諮問） 

第七十条 前条第一項の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

 

（免許をしない場合） 

第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合は、都道府県知事は、漁業の免許をしてはならない。 

一 申請者が次条に規定する適格性を有する者でないとき。 

二 海区漁場計画又は内水面漁場計画の内容と異なる申請があつたとき。 

三 その申請に係る漁業と同種の漁業を内容とする漁業権の不当な集中に至るおそれがあるとき。 

四 免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係る場合にお

いて、その所有者又は占有者の同意がないとき。 

２～６（略） 

 

（免許についての適格性） 

第七十二条 個別漁業権の内容たる漁業の免許について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該

当しない者とする。 

一～四 （略） 

２ 団体漁業権の内容たる漁業の免許について適格性を有する者は、当該団体漁業権の関係地区の全部

又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又は漁業協同組合連合会であつて、次の各号に掲げる団体

漁業権の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。 

一 現に存する区画漁業権の存続期間の満了に際し、漁場の位置及び区域並びに漁業の種類が当該現に

存する区画漁業権とおおむね等しいと認められるものとして設定される団体漁業権 その組合員（漁

業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員）のうち関係地区内に住所を有し当

該漁業を営む者の属する世帯の数が、関係地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数の

三分の二以上であるもの 

二 団体漁業権（前号に掲げるものを除く。） （略） 

３～８ （略） 

 

（免許をすべき者の決定） 

第七十三条 都道府県知事は、第六十四条第六項の申請期間内に漁業の免許を申請した者に対しては、第

七十一条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、免許をしなければならない。 

２ （略）  



3 
 

水産業協同組合法（抜粋） 

 

（特別決議事項） 

第五十条 次の事項は、総組合員（准組合員を除く。）の半数（これを上回る割合を定款で定めた場合に

あっては、その割合）以上が出席し、その議決権の三分の二（これを上回る割合を定款で定めた場合に

あっては、その割合）以上の多数による決議を必要とする。 

一～三 （略） 

四 漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更 

五 漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止 

六 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１種区画漁業（小割式養殖業）に係る一斉切替の流れ 
 

１．免許期間 

    令和 元年９月１日から令和 ６年８月３１日まで（現在） 

    令和 ６年９月１日から令和１１年８月３１日まで（次回） 

 

２．スケジュール 

年

度 
月 事 項 内  容 

Ｒ 

４ 
1-2 月 意向調査 行使者を対象に継続意向を調査 

Ｒ 

５ 

6-9 月 行使実態調査 関係漁協・行使者からの意見聴取、行使実態の確認 

10 月 
基本方針 

取扱方針 

委員会における免許の基本方針案、海区漁場計画の 

取扱方針案の協議 

11 月 素案協議 委員会における海区漁場計画（素案）の協議 

12 月 関係機関調整 
関係者・関係機関との調整（利害関係人の意見聴取等） 

（法第 64条第１項） 

1 月 委員会諮問 知事から委員会あて海区漁場計画の諮問（法第 64条第４項） 

2 月 公聴会 公聴会（法第 64 条第５項） 

2 月 委員会答申 委員会から知事あて答申 

3 月 決定公示 海区漁場計画の公表・公示（法第 64 条第６項） 

Ｒ 

６ 

5-7 月 免許申請 免許申請書受付（法第 69条第１項） 

7-8 月 審査 適格性の審査（法第 72条第２項第１号） 

8 月 
委員会諮問 

答申 

知事から委員会あて諮問（法第 70 条） 

委員会から知事あて答申 

8 月 免許 免許状交付（法第 69 条） 

9 月 公示 県報登載 

  ※「法」は漁業法を示す 
 

海 
区 
漁 

場 

計 

画 

免 
 

許 

テキストボックス
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承認
番号

受付
年月日

操業面数
承認開始
年月日

承認終了
年月日

操業区域漁場 漁協

001 R6.7.23 5面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第13号漁場 霞ヶ浦

002 R6.7.23 2面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第11号漁場 霞ヶ浦

003 R6.7.23 2面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第15号漁場 霞ヶ浦

004 R6.7.23 5面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第16号漁場 霞ヶ浦

005 R6.7.23 5面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第16号漁場 霞ヶ浦

006 R6.7.23 9面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第16、17号漁場 霞ヶ浦

007 R6.7.23 8面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第17号漁場 霞ヶ浦

008 R6.7.23 3面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第26号漁場 霞ヶ浦

009 R6.7.23 3面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第26号漁場 霞ヶ浦

010 R6.7.23 7面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第25号漁場 霞ヶ浦

011 R6.7.23 5面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第25号漁場 霞ヶ浦

012 R6.7.23 10面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第25号漁場 霞ヶ浦

013 R6.7.23 3面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第25号漁場 霞ヶ浦

014 R6.7.23 8面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第25号漁場 霞ヶ浦

015 R6.7.23 3面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第26号漁場 霞ヶ浦

016 R6.7.8 2面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第30号漁場 麻生

017 R6.7.10 2面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第52号漁場 きたうら広域

018 R6.7.10 10面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第52号漁場 きたうら広域

019 R6.7.10 2面 R6.9.1 R11.8.31 霞北区第63号漁場 きたうら広域

94面

落とし網漁業操業承認申請一覧表

合計

　　　計１９名（９４面）
　※内訳　霞ヶ浦漁協：１５名(７８面)、麻生漁協：１名(２面)、きたうら広域漁協：３名(１４面)

テキストボックス
　 資料２ 



令和６年７月２１日(トロール漁解禁日)の漁模様 

 

令和６年７月２１日 茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 

 

１．漁 法  わかさぎ・しらうおひき網漁業（通称：トロール） 

２．天 候  くもり 

３．概 要   ①は、霞ヶ浦北浦の水産加工業者４３経営体のうち、８経営体を対象

に聞き取り調査を行った結果による。 

②～⑤は、水産事務所現地調査による。 

（１）霞ヶ浦 

① ワカサギ漁獲量：１隻平均 0.022kg（前年は 9.8kg） 

           最大 0.3kg、最少 0kg(聞取対象船 16 隻) 

  シラウオ漁獲量：１隻平均 40.7kg（前年 9.5kg） 

          最大 80kg、最小 21.5kg(聞取対象船 16 隻) 

 

② 出漁隻数：８９隻（前年は１０７隻） 

③ 操業場所：麻生沖    ６隻 、 土浦入   ９隻 

湖心周辺  ６７隻 、 高浜入   ７隻 

④ 操業状況：主に上層曳き、曳網時間約９０分 

⑤ 混獲状況：ゴロ、テナガエビ 

 

 

（２）北浦 

① ワカサギ漁獲量：１隻平均  7.8 尾（前年は 4.5kg） 

           最大 31 尾、最少 0 尾(聞取対象船６隻) 

  シラウオ漁獲量：１隻平均 14.0kg（前年 4.97kg） 

          最大 31kg、最小 11.6kg(聞取対象船６隻) 

 

② 出漁隻数：１２隻（前年は１６隻） 

③ 操業場所：鹿行大橋以北     １隻 

鹿行大橋～北浦大橋  ５隻 

北浦大橋以南     ６隻 

④ 操業状況：主に上層曳き、曳網時間約９０分 

⑤ 混獲状況：ゴロ 

テキストボックス
 資料３-１ 



6 R6 8 6

53.1
1.28
8.50

4

4 5
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1 1 34.4kg
7 38.8kg

5 2
3 4

1 1 5.5kg
7 4.2kg

5

1 10

2024 R6 7 30
R5

R6
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2024 年８月６日 

水産試験場内水面支場 

 

霞ヶ浦北浦の流入河川におけるワカサギ資源に関する調査について 

 

１ 調査の背景 

 北浦不漁対策検討会（2023 年８月１日）において示された不漁要因の「水温上昇」及び

「周辺水域とのつながりの遮断」に対する対策案である「流入河川等避暑水域の確保」及び

「流入河川の産卵環境の改善」に関連する調査を実施する。 

 

２ 調査内容等 

（１）夏季の水温連続観測（2024 年６月～９月（実施中）） 

 霞ヶ浦北浦及びその流入河川（梶無川、恋瀬川、天の川（恋瀬川支流）、菱木川、巴川）

における夏季の水温状況を把握するため、水温ロガーによる連続観測を行う。 

 

  

（２）ワカサギ産卵調査（2024 年１月～４月） 

 ワカサギ産卵期に霞ヶ浦流入河川の桜川において産卵状況を確認するための調査を行う。 

 【結果概要】 

・桜川において産卵を初確認した。特に St.４（図２）で多数の卵を確認した。 

 ・桜川における産卵盛期は１月下旬～２月中旬頃と推測され、産卵には堰や底質、流れ、

外来魚による捕食が影響している可能性が示唆された。 

 

図１ 水温ロガーによる連続観測の例（左：霞ヶ浦及び梶無川、右：北浦及び巴川） 

図２ ワカサギ産卵調査地点 

図３ St.４（堰） 

図４ ワカサギ卵 
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・久慈川及び那珂川のサケふ化場で粗放的飼育中。
→ 発眼卵 約1.6万粒を各屋外池に収容。
→ R6.2.7にふ化確認。

→ R6.6.21に稚魚の有無を確認したが、
両池とも稚魚は確認できず。
※ オーバーフローや外敵となるヤゴ等の

生息がみられ、流出・捕食の可能性。
※ 水温・DOは生息に適した範囲内であった。
（久慈川：18.3℃、8.9mg/L)
（那珂川：18.1℃、5.3mg/L）

霞ヶ浦北浦のワカサギ資源保護の新たな取り組み 令和６年８月６日
水産試験場内水面支場 増養殖部

取り組み内容

■ 霞ヶ浦北浦のワカサギ資源を守り育てるための、新たな取り組みを実施。
＜ワカサギを増やすために＞
・少ない親魚をより丁寧に扱うことで、良質卵を得る（ex. 親魚運搬時の水温管理の徹底 等）。
・親魚を可能な限り有効利用する（ex. 水槽内自然産卵法における親魚の採卵収容日数の増 等）。

取り組み状況 ＜ワカサギを守るために＞

・ 親魚の再採卵試験及び、受精卵の飼育試験を実施中。
→ 親魚 501 尾から、約 283 千粒の受精卵を採卵。

飼育試験のため、ふ化仔魚を４試験区に分けて収容。
→ 6月末に、試験区④において５ cm程度の稚魚を確認。

※ 同時期までの環境は、
水温10～27℃、溶存酸素量（DO） 6～12mg/L程度。

※ 当試験区では、事前の施肥により餌料が自然発生。
→ 飼育下の生残・成長には餌料環境が重要。

→ 各段階に適した天然餌料等の確保が課題となる。

● 確認できた各成長段階のワカサギ ● 飼育区④の飼育環境

採卵作業用パンフレット作成
および漁業者の指導（R6年2月）
→ 採卵前の親魚へい死減や

複数回採卵等、
親魚の有効利用ができた。

昨年度実施

実施中＜ワカサギを守るために＞
・水産試験場内水面支場における試験飼育の実施。
・霞ヶ浦北浦よりも冷涼な環境下におけるワカサギ避難飼育の実施（ex. 久慈川・那珂川のサケふ化場における粗放的飼育）。

● 各飼育試験区の条件
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